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【電話番号】 03-6387-5000

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース

　2兆円を上限とします。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース

　2兆円を上限とします。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース

　2兆円を上限とします。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース

　2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　2024年2月16日付をもって提出した有価証券届出書（2024年8月9日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂
正済み。以下「原届出書」といいます。）において、投資対象ファンドの運用方針、投資ガイドライン、ファ
ンド名等を変更する手続きがとられることとなり、約款変更に関する書面決議の手続きをとることとしたた
め、本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示
し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞

◆世界各国の債券等（米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の国

債・社債、国際機関債、モーゲージ証券、資産担保証券、企業向け貸付債権（バンクローン）等）を実質

的な主要投資対象
※
とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要

取引対象
※
とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

※ファンドは、外国投資法人の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マ

ザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資（取引）

対象」とはこれらのファンドを通じて投資する、主要な投資（取引）対象という意味です。

 

◆分配頻度、投資する外国投資法人において為替取引手法の異なる4つのコース（Aコース、Bコース、Cコー

ス、Dコース）から構成されています。「Aコース」、「Bコース」間および「Cコース」、「Dコース」間

でスイッチングが可能です。
※

Aコース、Cコース

（米ドル売り円買い）

原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル

売り円買いの為替取引を行ないます。

Bコース、Dコース

（為替ヘッジなし）

実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行な

いません。

※販売会社によっては一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合、一部または全部のスイッチングのお取り扱

いを行なわない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 ≪投資信託約款の変更について≫

「野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Aコース/Bコース/Cコース/Dコース」（以下、「各ファンド」とい

います。）につきまして、下記の通り、投資対象に関する投資信託約款の変更をすることについて、各ファン

ドそれぞれにおいて書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）を実施する予定です。
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各ファンドは、外国投資法人であるウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブ

ズ・ファンド（以下「投資対象ファンド」といいます。）および円建ての国内籍の投資信託である野村マ

ネー マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とし、先物取引、ス

ワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要取引対象として、中長期的な信託財産の成

長を図ることを目的として運用を行なって参りました。

今般、各ファンドの投資対象ファンドについて、元戦略である「マクロ・オポチュニティーズ戦略」の運用

を終了することが決定され、運用方針、投資ガイドライン、ファンド名等を変更する手続きがとられること

となり、約款の運用方針に定める投資対象ファンドの名称について「ウエスタン・アセット・ダイナミッ

ク・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド」へ変更する約款変更を行なうため、約款変更に関する書

面決議の手続きをとることといたしました。

 

なお、各ファンドの議案は互いに独立しており、書面決議の結果、否決されたファンドについては約款変更

を行ないません。その場合は「主要投資対象とする外国投資法人の外国投資証券が存続しないこととなる場

合」に実質的に該当すると考えられることから、約款の規定に基づき、信託を終了（繰上償還）する予定で

す。

 

なお、2024年12月2日以降のお申込みにより取得された受益権および2024年11月29日以前のお申込みにより換金

（解約）された受益権については、各ファンドの議案に関する議決権はございません。

 

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度

額を変更することができます。

 

 
＜商品分類＞

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで

す。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

（野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Aコース）

（野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Bコース）

《商品分類表》

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）

 
 
 

単 位 型

 
 
 

追 加 型

 

 
 

国　　内
 
 

海　　外
 
 

内　　外
 

 
株　　式

 
債　　券

 
不動産投信

 
その他資産

（　　）
 

資産複合
 

 

《属性区分表》

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式
　一般
　大型株
　中小型株
 
債券
　一般
　公債
　社債
　その他債券
クレジット属性
（　　）
 
不動産投信
 
その他資産
（投資信託証券
(債券　一般)）
 
資産複合
（　　）
　資産配分固定型
　資産配分変更型

年1回
 

年2回
 

年4回
 

年6回
（隔月）

 
年12回
（毎月）

 
日々

 
その他
（　　）

グローバル
（日本を含む）

 
日本

 
北米

 
欧州

 
アジア

 
オセアニア

 
中南米

 
アフリカ

 
中近東
（中東）

 
エマージング

 
 
 
 
 

ファミリーファンド
 
 
 
 
 
 
 

ファンド・オブ・ファンズ

 
 
 
 
 

あり
（　　）

 
 
 
 
 
 

なし

ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異な

ります。

 

（野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Cコース）

（野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Dコース）

《商品分類表》

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）

 
 
 

単 位 型

 
 
 

追 加 型

 

 
 

国　　内
 
 

海　　外
 
 

内　　外
 

 
株　　式

 
債　　券

 
不動産投信

 
その他資産

（　　）
 

資産複合
 

 

《属性区分表》

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式
　一般
　大型株
　中小型株
 
債券
　一般
　公債
　社債
　その他債券
クレジット属性
（　　）
 
不動産投信
 
その他資産
（投資信託証券
(債券　一般)）
 
資産複合
（　　）
　資産配分固定型
　資産配分変更型

年1回
 

年2回
 

年4回
 

年6回
（隔月）

 
年12回
（毎月）

 
日々

 
その他
（　　）

グローバル
（日本を含む）

 
日本

 
北米

 
欧州

 
アジア

 
オセアニア

 
中南米

 
アフリカ

 
中近東
（中東）

 
エマージング

 
 
 
 
 

ファミリーファンド
 
 
 
 
 
 
 

ファンド・オブ・ファンズ

 
 
 
 
 

あり
（　　）

 
 
 
 
 
 

なし

ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異な

ります。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞
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ファンド
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド

Aコース／Bコース／Cコース／Dコース

外国投資法人
ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・

オルタナティブズ・ファンド

国内投資信託 野村マネー　マザーファンド

委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社

受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社

 

 

 

書面決議が可決した場合、2025年2月14日付で、「ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・

オルタナティブズ・ファンド」から「ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニ

ティーズ・ファンド」へ約款変更となる予定です。

 

 

２投資方針

（２）投資対象

＜更新後＞

世界各国の債券等（米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の

国債・社債、国際機関債、モーゲージ証券、資産担保証券、企業向け貸付債権（バンクローン）等）を実

質的な主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要

取引対象とします。

◆各ファンドは、各々以下の外国投資法人の円建ての外国投資証券および円建ての国内投資信託である野

村マネー　マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期

有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

 

ファンド 投資対象

Aコース、Cコース

（米ドル売り円買い）

ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタ

ナティブズ・ファンド－円ヘッジ・毎月分配クラス

野村マネー　マザーファンド
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Bコース、Dコース

（為替ヘッジなし）

ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタ

ナティブズ・ファンド－円ヘッジなし・毎月分配クラス

野村マネー　マザーファンド

 

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる

ものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、外国投資法人の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会

社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マ

ザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ

なされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資すること

を指図します。

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件

付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし

ます。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

 

 
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要

ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド

（円ヘッジ・毎月分配クラス、円ヘッジなし・毎月分配クラス）（ケイマン籍外国投資法人） 

＜運用の基本方針＞
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主要投資対象

世界各国の債券等（米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド

債券、新興国の国債・社債、国際機関債、モーゲージ証券、資産担保証券、企業向け貸

付債権（バンクローン）等）および先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリ

バティブ等

投資方針

・世界各国の債券等を主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等の

デリバティブ等を主要取引対象とし、トータル・リターンの最大化を目的として一貫性

のある堅実な運用を行なうことを基本とします。

・ポートフォリオの構築にあたっては、世界各国の債券をコア資産として、先物取引、ス

ワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を利用し、多様な投資機会を追求しま

す。

・通常の状況においては、ポートフォリオの平均デュレーションは－5年から＋10年程度

の範囲とすることを基本とします。

・通常の状況においては、ポートフォリオの平均格付はBBB格もしくはそれと同等以上と

なるよう維持することを基本とします。

・円ヘッジ・毎月分配クラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラス

の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行な

います。

・円ヘッジなし・毎月分配クラスは、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを

行ないません。

主な投資制限

・非米ドル建て証券への投資割合は、取得時において純資産総額の75％を上限とします。

・非米ドル通貨のエクスポージャーの合計の投資割合は、各資産取得時および各取引実行

時において純資産総額の50％を上限とします。

・投資適格未満の格付を付与された証券（一般的に認められた格付機関により、投資適格

未満の格付を付与された証券（同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを

含みます。））への投資割合は、取得時において純資産総額の50％を上限とします。

・新興国市場の発行体が発行する証券への投資割合は、取得時において純資産総額の50％

を上限とします。

・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

収益分配方針 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。

償還条項 ファンドは定款の規定に基づき、償還されることがあります。

＜主な関係法人＞

投資顧問会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

副投資顧問会社

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DTVM・リミターダ

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド

・管理事務代行会社

・保管会社

・名義書換事務受託

会社

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

＜管理報酬等＞

信託報酬 純資産総額の0.90%以内（年率）

申込手数料 なし

信託財産留保額 なし

その他の費用

信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要

する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借

入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満

たしております。

 
＊上記は2024年8月9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
 
 
※書面決議が可決した場合、2025年2月14日付で、以下に約款変更となる予定です。

ウエスタン・アセット・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド

（円ヘッジ・毎月分配クラス、円ヘッジなし・毎月分配クラス）（ケイマン籍外国投資法人） 

＜運用の基本方針＞
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主要投資対象

世界各国の債券等（米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド

債券、新興国の社債・国債、国際機関債、モーゲージ証券、資産担保証券、企業向け貸

付債権（バンクローン）等）および先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリ

バティブ等

投資方針

・世界各国の債券等（投資適格債、ハイ・イールド債、国債（新興国の国債を含む）、社

債、MBS/ABSなどの証券化商品等）を主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オ

プション取引等のデリバティブ等を利用しつつ、トータル・リターンの最大化を目的と

して一貫性のある堅実な運用を行なうことを基本とします。

・ポートフォリオの構築にあたっては、世界各国の債券をコア資産として、先物取引、ス

ワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を利用し、多様な投資機会を追求しま

す。

・通常の状況においては、ポートフォリオの平均デュレーションは0年から+10年程度の範

囲とすることを基本とします。

・円ヘッジ・毎月分配クラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラス

の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行な

います。

・円ヘッジなし・毎月分配クラスは、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを

行ないません。

主な投資制限

・非米ドル建て証券への投資割合に関する投資制限を設けません。

・非米ドル通貨のエクスポージャーの合計の投資割合に関する投資制限を設けません。

・投資適格未満の格付を付与された証券への投資割合に関する投資制限を設けません。

・新興国市場の発行体が発行する証券への投資割合に関する投資制限を設けません。

・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

収益分配方針 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。

償還条項 ファンドは定款の規定に基づき、償還されることがあります。

＜主な関係法人＞

投資顧問会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

副投資顧問会社

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

・管理事務代行会社

・保管会社

・名義書換事務受託

会社

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

＜管理報酬等＞

信託報酬 純資産総額の0.40%（年率）

申込手数料 なし

信託財産留保額 なし

その他の費用

信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要

する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借

入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満

たしております。

 

投資対象とする外国投資法人の運用体制等

◆外国投資法人の投資運用会社であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエル

シーは、1971年に米国で設立された債券運用に特化した世界有数の資産運用会社であり、米国のグ

ローバル資産運用グループのフランクリン・リソーシズ・インクの傘下にあります。

◆世界各地に運用拠点を展開しており、各拠点は担当地域のマクロ経済や債券市場などの調査、分析

を広範に行ない、ポートフォリオ構築において重要な情報は全拠点に共有するなど、充実した運用

調査体制を有しています。

◆ポートフォリオのリスク管理においては、各運用戦略において選任のリスク管理部を設置してお

り、各ポートフォリオの戦略が設定されたリスク・リターン目標水準に達しているかを日々モニタ

リングしています。

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

10/18



 

 
(参考)国内投資信託の概要

 

（野村マネー マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

 

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

 

１．基本方針

　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的

として運用を行ないます。

 

２．運用方法

(1) 投資対象

　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保

を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資は行ないません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を

超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は

行ないません。

⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として

それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に

従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、

モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

 

４手数料等及び税金

（３）信託報酬等

＜更新後＞
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信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託

終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率 年1.10%（税抜年1.00%）

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容

＜委託会社＞

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、

法定書面等の作成、

基準価額の算出等

年0.27%

＜販売会社＞

購入後の情報提供、

運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理

および事務手続き等

年0.70%

＜受託会社＞

ファンドの財産の保管・管理、

委託会社からの指図の実行等

年0.03%

 

投資対象とする外国投資証券の信託報酬率 年0.90%以内
※

実質的な負担
（注）

年2.00% 程度（税込）
※

（注）ファンドが投資対象とする外国投資証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的

に負担する信託報酬率について算出したものです。

※ 書面決議が可決した場合、2025年2月14日付で、「投資対象とする外国投資証券の信

託報酬率」は年0.40％、「実質的な負担」は年1.50%程度（税込）となる予定で

す。

 

第２【管理及び運営】

１申込（販売）手続等

＜訂正前＞

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

 

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き

が完了したものを当日の申込み分とします。

 

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の

事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）
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(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と

して取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」

でもご確認いただけます。）

※申込日当日または翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行

・ロンドン証券取引所　　　　・ロンドンの銀行

 

(4)購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販

売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お

買付け後のコース変更はできません。

 

(5)販売単位

１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただし、「自動けい

ぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。

 

(6)販売価額

取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

 

(7)申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販

売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま

す。

 

(8)スイッチング

「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「Dコース」間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

 

(9)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約
※
を締結した場合、当該契約で規定する

取得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あります。

 

(10)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」

という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同

項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま

す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
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の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に

よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ

ングによる取得申込を含みます）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチン

グによる取得申込を含みます）を取り消す場合があります。

 

(11)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

 

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の

事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と

して取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」

でもご確認いただけます。）

※申込日当日または翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行

・ロンドン証券取引所　　　　・ロンドンの銀行

 

(4)購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販

売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お

買付け後のコース変更はできません。

 

(5)販売単位
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１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただし、「自動けい

ぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。

 

(6)販売価額

取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

 

(7)申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販

売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま

す。

 

(8)スイッチング

「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「Dコース」間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

 

(9)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約
※
を締結した場合、当該契約で規定する

取得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あります。

 

(10)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」

という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同

項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま

す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能

の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に

よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ

ングによる取得申込を含みます）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチン

グによる取得申込を含みます）を取り消す場合があります。

 

(11)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場
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合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

２換金（解約）手続等

＜訂正前＞

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解

約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま

す。

 

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、か

つ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み

分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ

ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

 

(4)換金単位

１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

 

(5)換金価額

換金申込日の翌々営業日の基準価額となります。

 

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

 

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引

の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、

デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の

変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却

代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

 

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
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金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル

ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦

争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付

けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

 

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

くは販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、か

つ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み

分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ

ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

 

(4)換金単位

１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

 

(5)換金価額

換金申込日の翌々営業日の基準価額となります。

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/18



 

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

 

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引

の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、

デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の

変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却

代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

 

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル

ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦

争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付

けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

 

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

くは販売会社にお問い合わせください。
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